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令和元年度 第２回 千代田区都市計画審議会議事録 

 

１．開催年月日 

令和元年１０月２８日（月）  午後２時００分～午後３時３４分 

千代田区役所８階    区議会第１委員会室 

２．出席状況 

委員定数２１名中 出席１９名 

出席委員  ＜学識経験者＞ 

              【会長】岸 井 隆 幸  日本大学特任教授 

柳 沢   厚  都市計画家 

木 島 千 嘉  神奈川大学・工学院大学等非常勤講師 

三 友 奈 々  日本大学助教 

＜区議会議員＞   

岩 佐 りょう子 

河 合 良 郎 

木 村 正 明 

小 枝 すみ子 

嶋 崎 秀 彦 

はやお 恭 一 

＜区民＞ 

岩 本 亜希子 

関   茂 晴 

田 熊 清 德 

細 木 博 己 

三 浦 裕 介 

山 田 ちひろ 

＜関係行政機関等＞ 

      上 野 良 夫  麹町警察署長（代理：上谷氏） 

      藤 木 正 治  麹町消防署長 

＜臨時委員＞ 

池 邊 このみ  千葉大学大学院教授 

 

出席幹事 

                松 本 博 之  環境まちづくり部長 

                大 森  幹 夫  まちづくり担当部長 

   関係部署 
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                      山 下 律 子  環境まちづくり部環境まちづくり総務課長事務取扱環境まちづく

り部参事（連絡調整担当） 

           夏 目 久 義  環境まちづくり部環境政策課長 

           須 貝 誠 一  環境まちづくり部基盤整備計画担当課長 

           齊 藤   遵  環境まちづくり部建築指導課長 

           加 藤 伸 昭  環境まちづくり部住宅課長 

           佐 藤 武 男  環境まちづくり部地域まちづくり課長 

           早 川 秀 樹  環境まちづくり部麹町地域まちづくり担当課長 

           神 原 佳 弘  環境まちづくり部神田地域まちづくり担当課長 

 

      庶務 

                      印出井 一 美  環境まちづくり部景観・都市計画課長事務取扱環境まちづくり

部参事（連絡調整担当） 

 

３．傍  聴  者 

１１名 

 

４．議事の内容 

 議題 

【報告案件】 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に規定する千代田区の「都市計画に関する

基本的な方針（千代田区都市計画マスタープラン）」の改定について 

≪配布資料≫ 

    次第、座次表、千代田区都市計画審議会委員名簿 

    資料１ 千代田区都市計画マスタープランの改定について（中間のまとめ）（案） 

    資料２ 都市計画審議会及び改定検討部会での意見・指摘とそれに対する対応案 

    資料３－１ 都心への人口・都市機能の集積と千代田区の役割、まちづくりの課題に関する議論の

材料 

    資料３－２ 都市機能の集積について 

    資料４ 都心を育てる”文化“の醸成について 

    資料５ 都市計画マスタープラン改定に向けた意見聴取 

    ≪参考資料≫ 

    参考資料１ 第６回千代田区都市計画審議会都市計画マスタープラン改定検討部会議事概要 

    参考資料２ 令和元年度第１回都市計画審議会議事概要・議事録 

    参考資料３ 千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール 

    参考資料４ 主な論点 
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５．発言記録 

【印出井景観・都市計画課長】 

 皆さんこんにちは。定刻になりましたので、令和元年度の第２回千代田区都市計画審議会を開催をさせて

いただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 事務局の景観・都市計画課長、印出井でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、進行につきましては、会長、よろしくお願いをいたします。 

 

【会長】 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、令和元年度第２回の都市計画審議会の審議を進めてまいりた

いと思います。 

 本日は、お手元の議事次第にあるとおり報告案件が１件でございます。 

 まず、傍聴の希望についてお尋ねします。傍聴希望者はいらっしゃいますでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局でございます。 

 傍聴希望者１１名ございます。 

 それから、本日の出欠状況でございますけれども、委員のほうからご欠席の連絡をいただいております。

委員からはご出席ということだったのですけれども、今遅れているようでございます。いずれにいたしまし

ても、委員の数の過半数を達しておりますので、審議会は成立するということをご報告申し上げます。 

 傍聴は１１名の予定で聞いてございますが、いかがでしょうか。 

 

【会長】 

 入室を認めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

※全委員異議なし 

 

【会長】 

 それでは、誘導をお願いいたします。 

 

※傍聴者入室 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。 

 傍聴の方に申し上げます。本会では傍聴者の発言は認めておりませんので、ご了承をお願いしたいと思い
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ます。 

 本日の終了予定時間は４時でございます。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、まず事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局でございます。 

 本日お配りいたしました資料をご確認いただきたいと思います。レジュメに資料一覧がございますけれど

も、まずレジュメ、次第と席次表。 

 それから委員の名簿。 

 さらに資料１、千代田区都市計画マスタープランの中間のまとめ。 

 資料２が、Ａ３になっておりますけれども、これまでいただきました意見とその対応表ということでござ

います。 

 資料の３－１が、Ａ４の縦でございますが、都心への人口・都市機能の集積の関係の資料。 

 資料の３－２は、同じく集積についてＡ４横の資料というものでございます。 

 資料４が、Ａ４で１枚、都心を育てる“文化”の醸成についてという資料でございます。 

 それから資料５が、都市計画マスタープラン改定に向けた意見聴取についての資料と。 

 それから参考資料としまして、第６回の部会の議事概要。 

 それから参考資料の２としまして、前回、第１回の今年度都計審の概要と議事録。 

 参考資料の３といたしまして、Ａ３でございますけれども、マスタープランの改定スケジュール。 

 参考資料の４ということで、本日の中間のまとめ以外の主な論点ということで、一応お示しをしてござい

ます。 

 資料につきましては以上でございます。また、あわせて席上の常設資料ということでファイルを置かせて

いただいております。不足等ございませんでしょうか。 

 以上でございます。 

 

【会長】 

 それでは、本日の議題、報告案件の都市計画法第１８条の２に規定いたします千代田区の「都市計画に関

する基本的な方針」通称千代田区都市計画マスタープランでございますが、この改定について議論を進めて

まいりたいと思います。 

 まず初めに、本審議会の部会であります都市計画マスタープラン改定検討部会の部会長より、検討部会に

おける中間のまとめの検討状況についてご説明をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

 部会の議論につきましては、これまで随時、事務局から本審議会に報告されておりますけれども、今回、

中間のまとめという皆様に今日お配りしているものを作成いたしましたので、私から検討状況についてご報
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告させていただきます。 

 部会は、従来の都市計画マスタープラン策定と比較して、多様な分野の専門家の方々により、昨年７月の

部会設置以降、計６回意見交換を重ねてまいりました。昨年度は、現行のマスタープランの成果検証として、

この２０年間都市を取り巻く環境の変化を踏まえながら、改定に向けた主な論点、今後、特に留意すべきテ

ーマ等について検討をさせていただきました。 

 その成果は「千代田区都市づくり白書」として取りまとめております。その中で、今回も一連の台風水害

がございましたが、大規模災害に対するリスクの高まりや低炭素のまちづくり、ユニバーサル社会、ダイバ

ーシティの進展という都市を取り巻く環境変化を初め、特に人口減少、日本全体が人口減少という現象を迎

えているわけでございますけれども、現在、千代田区は人口が増加している。そういうこと初めといたしま

して、千代田区特有の課題、それらを踏まえた検討が必要であるということを共通認識しております。 

 今年度は、実際の改定作業に向けて区の地域特性を踏まえながら、理念の継承、将来像の示し方、分野別

方針の強化ポイント、連携のあり方などについて議論し、特にポストオリンピック以降の新しい都心のあり

方、またユニバーサルデザインを超えたヒューマンセンタード・デザイン、また従来の千代田区の歴史を検

証しつつ、既に生まれているようなさまざまなインキュベーターの機能など、新しい時代のライフスタイル

を踏まえ、それらを牽引していく区にしていくという目標に向かって検討を進めております。 

 つきましては、本日、まだそれらの議論を十分には反映はできていませんけれども、中間のまとめとして

皆様にご意見を諮りたいと思っております。 

 個別の説明は事務局からあると思いますけれども、全体を通した部会における共通理解においては、まず、

都市の将来像という意味で、広域的な観点から首都東京のフロントランナーとしての千代田区の役割。さら

に、周辺区とのフリンジ部分を初めとする周辺の都市拠点との連携の重要性。また、千代田区に住むことを

誇りとして、さらなる住宅地としての魅力の一つとして界隈性などを尊重する意味で、単に各分野の計画を

レイヤーとして重ねるだけでなく、それらをつなぐ関係性が重要であるということを認識しております。 

 千代田区には、従来より江戸城をルーツとした歴史性を踏まえ、歴史・文化・界隈の個性などがございま

すが、それらを今後の新しいまちづくりや人づくりに生かし、千代田区で住まうこと、働くことで生まれる

新たな活力、それらを区民の皆様に実感していただけるよう磨き上げる必要があるということを共通認識い

たしました。 

 一方、昨今の地震災害だけでなく、今回の一連の台風災害では水害と風害、両方が今までにない形で示さ

れました。私のいます千葉大学では、現在、千葉県内の対応に追われているところでございます。そういっ

た意味でも防災上の備えが今まで以上に必要である。そしてまたそれが持続可能性を持った対応であること。

さらには円滑な移動環境、観光交流の促進など、オリンピック、また大阪の万国博覧会などに向けた国際的

な都市機能の維持向上も不可欠であると考えており、この点から老朽化した市街地やインフラなどについて

機能更新の課題があることも認識しております。 

 さらに、官民の公共空間、最近では私どもの中では都市公園法の改正が行われまして、さまざまなオープ

ンスペースの新たなあり方というのが進んできております。皆様もご存じのように、池袋などにおきまして

は、公園を中心として池袋を新たなる都市の拠点としていこうという計画も進んでいたりもしております。

そういった今までは緑の量や景観といったような関わりだけが重視されてまいりましたけれども、今後はそ
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こで行われるアクティビティがコミュニティの活性化やイノベーションの推進による都市の付加的価値構造

やエリアマネジメントの観点、さらに防災上の見守りなど、オープンスペースが生み出す人々の活力、クリ

エイティブな生活、コミュニティの結束など、それらの舞台となることも認識しております。 

 さらには、国内外からさまざまな人材、情報、活動が集積する千代田区は、まさに多様性の集積地でもあ

り、多様性を促す機能と支える都市基盤、両面から分野別のまちづくりを進化させていく必要性があるとい

うことが確認されました。分野別のまちづくりについては、それぞれの専門分野の委員からさまざまなキー

ワードが示されたところであり、後ほど事務局から補足があると思います。その中には、今、世の中でよく

言われておりますＳＤＧｓ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０、ＥＳＧなどといった社会の大きな変化を踏まえた問題

提起や、グランドアップ型の新しいまちづくりのモデルとなるべきという指摘もございます。これらの課題

につきましては、まだ今回の中間のまとめに反映されているわけではなく、今後さらに検討が必要だと考え

ております。 

 最後になりましたが、都市機能や人口の集積については、多様性の集積、言い換えれば質的な集積、そう

いうものが今後一層深まる中で、地域特性の風情、風土、あるいはたたずまいという都市マスという中で一

見ちょっとないがしろにされてしまいそうな点、そういうものも尊重しながら、区内における将来像を検討

していきたいという議論をしております。 

 それでは、詳細については事務局のほうから説明をお願いします。 

 以上でございます。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局でございます。 

 今、部会長のほうに詳細にご報告をいただきましたので、補足としまして、私のほうからは、本日お手元

にお配りをしています資料の１から３に基づいてご説明をしたいと思います。 

 資料２がＡ３の折り込みがこれまで本審議会や部会でいただいたご意見、それに対する対応表になってお

ります。この個々について本日全て確認はできないところですけれども、その中でも少しグレーの網かけに

なっている部分につきましては、まだ中間のまとめで議論の取りまとめに至らないような、そういう事項、

今後、答申素案の中で整理していく事項ということでございます。それらについては基本的には対応させて

いただいているということでございます。 

 それから、３枚目にクリーム色の網かけしたものがありますが、これは改定プロセスについてのご要望で

ございますので、ちょっと違うカテゴリーということでございます。 

 それでは、資料１に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 前回の７月にご議論いただいた、たたき台から主な変更点につきましてご説明をさせていただきます。赤

字にしてある部分と、あるいは黄色の網かけにしてある部分がございますが、赤字の部分については基本的

に本審議会でいただいたご意見を踏まえ、黄色の網かけについては部会並びに両方かぶってご指摘をいただ

いたものを修正したということでご確認いただければと思います。 

 おめくりいただきまして、目次でございますけれども、目次の中で第３章、分野の５、６、７の並びが５

と６が逆だったのですけれども、要は災害対応と環境が一連の流れのほうがいいだろうということで、この
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辺りを修正させていただきました。 

 １ページ、マスタープランの意義と役割については変更点はございません。 

 ２ページと３ページ、体系並びに目標年次についても変更はございません。 

 ４ページですけれども、改定の背景と目的というところで、前回、たたき台の段階では、いわゆる項目、

レジュメ形式で示されていたのですが、これではなかなか論旨が伝わらないということで、文章として起こ

すというところでございます。まずは背景のところでこの２０年の取組と環境の変化をまとめ、さらに先ほ

ど部会長からありましたけれども、この次の２０年都市に求められる創造性について指摘をしてきたと。５

ページのほうで、その中でも特に首都東京のフロントランナーとしての先導的な役割、その辺りが東京都の

広域的な都市計画の方針である「都市づくりのグランドデザイン」を引きながら整理をしているというとこ

ろでございます。 

 また、５ページの下から３行目についても、先ほど部会長からございましたけれども、集積のありように

ついては、量的な集積にとどまらず、多様性の集積ということで、首都東京の未来を創造するまちづくりを

展開することを目的として今回改定をするという形で整理をしてございます。 

 ６ページと７ページ、おめくりいただいて変更がございません。 

 ８ページ以降ですけれども、こちらにつきましては、この２０年間の成果をコンパクトを振り返り、積み

残された論点をお示ししているところでございます。 

 ８ページが全体を通じたサマリーというところになっておりまして、９ページについては土地利用。１０

ページが住宅と緑。１１ページが景観と道路交通体系。１２ページ以降でございますけれども、こちらのほ

うも振り返りですけれども、やはり並び順を福祉、防災、環境という形で変えたというところでございます。 

 個別のところで１２ページの一番下の中で、防災についてはエリアごとのエリア特性を踏まえた安全確保

対策等が必要だろうというご指摘の部分については追記をしているところでございます。 

 １５ページですけれども、おめくりいただいてさらにおめくりいただいて１５ページ、首都東京の魅力と

価値については、前回、都計審のほうからもご指摘をいただきました上から２行目ぐらい、江戸城のご門の

中、城郭の中というところについて、それを基本とした記述、あるいは創造的な都市というところについて

の記載をしているところでございます。 

 １６ページでございます。改定の視点ということで、ここについては全体を通じて少し文章を整理してい

るところでございます。改定の視点の中で、要は千代田区ならでは、中央区でも港区でも新宿区でもない千

代田区ならではの都市づくりの方向感と、それを支える高度な都市機能、首都東京の中心としてのというこ

とで、一つ全体を整理しながら１６ページの１、２、３が総合的に千代田区ならではのまちづくりを進め、

その下の世界都心を支えるという社会基盤の進化１、２、３、４がそれを下支えする都市基盤であるという

ところでございます。 

 １７ページでございますけれども、土地利用の進化のところが黄色い網かけになっておりますが、これに

つきましては、２０年後のまちづくりを目指し、さらにその先を見据えるとすれば、建物の規模やデザイン

に加えて、やはり相互に価値を高め合うような開発や機能更新、そういったものを誘導していこうというと

ころにつきまして部会のご議論を踏まえて記載をしております。 

 おめくりいただいて１９ページ、まちづくりの理念・将来像ですが、これについては記載の中身について
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は特に変更はございません。 

 ２０ページは、将来像としての“つながる都心”のイメージをお示ししております。これにつきましては、

後ほどご紹介する２７ページ以降の分野別まちづくりというのが少し縦割りになっているのではないかとい

うご指摘を踏まえまして、つながる都心の将来像イメージの中に分野別の連携ポイントという形で少し各項

目についてお示しをしているところでございます。“つながる都心”のイメージの一つとして、都心の居心地

のよい場所、豊かな生活・交流・活動のスタイルと仲間を見つけられるという項目の中では、右側の赤の破

線の矢印のように、これはただ単に住環境分野だけではなくて、水辺と緑とか、そうした複数の分野が重な

り合うんだよというところをお示ししております。そこのところを少し追記させていただいたということに

なります。 

 またさらに１ページおめくりいただきまして、２２ページ、これも何度かご説明をさせていただきました。

現行のマスタープランですね、広域的な都市計画における千代田区の位置付けをする図面がなかったという

ことでございますので、これをお示ししながら、さらに部会のほうで、やはり首都圏の構造変化の観点から

リニア中央新幹線の軸を左から破線矢印でプロットをさせていただいたところでございます。 

 ２３ページでございますけれども、区内における三つのエリアですけれども、修正点としては、一部、麹

町・番町・富士見エリアの中で、紀尾井町の進化について記載をさせていただいたところでございます。そ

れから、ちょっと網かけがないですけれども、２番の秋葉原・神田・神保町エリアにつきましても、やはり

神田の中でも新しい神田と古くからの神田という一つのグラデーションがあるということも含めまして、２

のひし形の格式ある下町の成り立ち、それから次が個性ある界隈の生業ということで、少しそういった観点

から記載を追記しております。 

 ２４ページから２５ページにつきましては、特に変更はございません。 

 ２６ページでございますけれども、これについては先ほどご説明をさせていただいたとおり、やはり量的

なインセンティブにとどまらない開発誘導という趣旨で、この一番最初のリード文の３行目ぐらいのところ

ですけれども、既存の開発諸制度や都市再生の仕組みにとどまらない仕組みにより良好な都心の生活環境と

活発な都市活動の調和を目指す土地利用を目指して研究をしていくというところをお示ししております。 

 ２７ページ以降が分野別まちづくりの目標と方針というところでございますが、これにつきましても、三

つと四つと、上段の三つが千代田らしいまちづくりを進める分野、四つがそれを支える基盤となる分野とい

うところで、連携をしながらという形で少し図解のほうで連携軸を追記したというところでございます。 

 ２８ページにつきましては、豊かな都心生活の住環境というところでございます。これにつきましては、

網かけですけれども、住環境、住まいの中でも安心というキーワードが必要だろうというご指摘を踏まえて

それを追記しているというところでございます。また、さまざまな分野、多様な人々が生活を送る中での医

療・介護というところについても追記をしているところでございます。 

 ２９ページは緑と水辺の分野でございます。こちらにつきましては、赤字でございますけれども、皇居周

辺がいわゆる都市計画中央公園として都市計画として担保されているという一方で、管理・活用の面で一体

的な活用という意味では課題があるということを追記させていただいております。 

 ３０ページ、景観分野でございますが、こちらにつきましては、網かけのところは、いわゆる景観という

のはそのもの自体のデザインがよければいいのではなくて、それを見る主体がいるので、その視点場の創出
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というところについての追記でございます。 

 ３１ページについては、こちらのほうも先ほどご説明をしたとおり、道路交通体系と快適な移動環境の整

備というところでございますけれども、下のほうに箱がございますが、この分野というのは景観創出の分野

３、それからユニバーサル社会という分野５、それから道路というのは災害時の重要な交通機能、空間機能

になるという災害の分野、それから移動の分野で言えば環境、そして公共空間の活用という意味では都市マ

ネジメントに関わっているよということをお示ししております。その他の分野についても同様な形で連携の

視点をプロットしてございます。 

 ３２ページでございますが、こちらにつきましては、網かけの部分につきましては、やはり外出しやすく

することで健康寿命の延伸につなげるということを追記しております。 

 ３３ページでございます。赤字のところでございますけれども、災害時においても人の多様性、高齢、障

害ある方、さまざまないわゆる災害時の要配慮者ということも含めた安全確保の対策と共助の体制が強化が

必要だということを追記してございます。 

 ３４ページ、環境の分野につきましては、やはりＩＣＴとの関係の中で、どう最適に都市をマネジメント

していくのか。ただ低炭素とかエネルギーだけではなくて、交通もそうでしょうし、空間の最適な利用もそ

うだと思うのですけれども、そういったことを追記しているところでございます。 

 ３５ページ以降の地域別まちづくりの方針につきましては、広域的な観点から区を三つのエリアに分けな

がらも、個別の地域別構想の単位としては現行マスタープランの振り返りもありますので、現行の地域別構

想の単位で改定に向けた進化の方向感を示しておりますが、現行の地域別区分の中には、やはり番町地域、

今、出張所で言えば麹町出張所という状況になっておりますが、出張所という行政の組織の単位と、まちの

動向とか、そういったものとの整合性をどうやってとっていくのか。例えば２番の富士見地域で言えば、ま

ちの動向の中では飯田橋という地域に着目されている中で、その辺りの呼称のつけ方というのも行政組織を

基本としながら検討していく必要があるという議論が、これは議会の特別委員会の中でございましたので、

ちょっと紹介をさせていただきます。 

 ３６ページ以降が、地域別のまちづくりの方向性というポイントで、現行のマスタープランの将来像につ

いては、これは今の将来像をお示ししています。前回、議論の中で、地域別の方向性とポイントについて将

来像が示されてないよという話だったのですけれども、まだちょっと新たな将来像を示すまで地域別につい

ては議論が深まっていないということなので、現行のマスタープランの将来像を示しながら、改定に向けた

新たなまちづくりの進化の方向性という形で記載をしているところでございます。あとは少し体裁を整えな

がら、各地域の右側に先ほど部会長のほうからもありましたが、周辺の区、周辺の拠点、千代田区ではない

周辺の拠点との連携の可能性についてお示しをしております。 

 まちづくりの進化の方向性につきましては、基本的には変更はございません。３６、７、８、９というこ

とで、青の網かけになっているところの変更は基本的にはございません。 

 ４０ページについては、都市マネジメントの方針ということで、共同のまちづくりの基本的な視点を４０

ページで、４１ページにおいて地域まちづくりの支援、それからエリアマネジメントについて記載をさせて

いただいております。これについても特段変更はございません。 

 それから最後に、４２ページで、この都市計画マスタープラン自体もやはり都市の動向、さまざまな環境
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変化に対応して改善・進化をしていくということで、一つの手法として、都市に関するさまざまなデータを

定期的に調査しながら、それを共有できるようなプラットホームをつくろうよというお話をさせていただき

つつ、マスタープランの改定についても１０年スパン、５年スパンということで見直しを一つ仕組みの中に

盛り込んでいるというところでございます。 

 以上が中間のまとめに関する都計審の先ほどの部会長の補足になってございます。 

 それから、中間のまとめの中でも一定程度集積については多様性の集積地という整理をしているところで

すけれども、今後さらに議論を深める点といたしまして、都市の集積ということで、資料３－１と３－２を

お配りしています。３－１、２とも９月の部会でお示しし、ご議論いただいたところでございます。これら

ご議論を踏まえて今回のまとめは一部修正をしているところでございます。 

 ３－１につきましては、そもそもこの千代田区があった江戸城下自体が歴史的経緯を踏まえて、江戸開府

以降集積を積み重ねてきたというところをお示ししております。さまざまな災害、戦争、それから不況を乗

り越えて、現在、都心の機能の集積をしてきたということをお示ししています。３－１の裏面に部会でのご

意見をおまとめしております。 

 それから、３－２については、ちょっと参考ということで、都市機能の集積についての資料をお配りして

おります。これについては、３－２のＡ４横ですけれども、そもそも都市というのは集積をするという前提

の中でということから、例えば１枚おめくりいただいて裏面の国土形成計画の中でも、都心の一極集中とい

うのは是正すべきだよと主張している一方で、やはり東京は世界有数の国際都市として国際競争力を向上さ

せるということの指摘があるというところでございます。 

 それから次は、スーパー・メガリージョンと先ほど申し上げたリニア新幹線をイメージしたということで

ございます。 

 それから次が、広域都市計画における千代田区の位置付けというところで、国際ビジネス交流ゾーンと。 

 それからその次が、ちょっとぼやっとして申し訳ないのですけれども、東京の拠点、さまざまな拠点、東

京のビジネス拠点というのが、大丸有や赤坂、虎ノ門、新宿、渋谷、品川といった拠点が、これが一定の期

間お互いに役割分担しながらそれぞれ機能更新していると。一つのエリアが更新の時期を迎えても全体とし

て機能を果たしているよということを示している図でございます。 

 その次のページ以降は、白書のほうからの抜粋でございまして、千代田区の人口、就業者の動向、それか

ら昼間人口の推移、建物用途の状況というところでございます。 

 それから、その次のページ以降は一極集中の要因ということで何点かまとめたり、メリット、デメリット

を整理しているところでございますので、ご覧いただければなと思っております。 

 それから、最後になりますけれども、資料４ということで、本日、都市づくりと文化という視点から整理

をさせていただいているところでございますけれども、これ部会の中でももう少し千代田区ならではという

ところの中で、文化の視点を入れるべきというご指摘がございました。それについてまとめたものでござい

ます。中段より下のところに、いわゆる文化振興の部分と、行政における文化と都市計画についての整理を

しながら、今回の中間のまとめを改めて整理をしましたところ、各所に都市と文化の観点を盛り込んでいる

ということを確認しましたので、今回、資料としてお示しをしたというところでございます。 

 以上、中間のまとめについての部会長の報告の補足と、議論になったところについての資料の説明という
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ところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。ちょっとおさらいもかねて今回の中間のまとめの位置を確認したいと思うので、

せっかくおつくりいただいた参考資料の３というのがありますよね。ちょっとこれも同時に説明いただいて、

今日はどういう場所に我々はいるのかというのを確認していただけるといいと思うのですが。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 はい。ありがとうございます。参考資料の３、これいつもお配りをしているスケジュール表でございます

けれども、これまでこの都市計画審議会、黄色の網かけのところで、諮問を受けてから５回開催、今日が諮

問を受けてから６回目というところになってきております。これについては、これまでおよそ１年間の議論

を整理しまとめをしてご意見を承る。区民、まちづくりのさまざまな関係者、当事者のご意見を承るという

ことで、この資料をつくった時点でパブリックコメント、都市計画審議会の下から３行目、１０月２８日の

本日でございますけれども、その後パブリックコメントとなっておりますが、区のほうのパブリックコメン

トという言葉の使い方が、案が確定したときという意味合いなので、ここはそうではなくて、この中間の論

点整理である中間のまとめに対してさまざまなご意見を賜りながら、今後、改定の骨子、それから来年の夏

に予定しております答申素案、それに向けてこれまでの議論、論点を補完・補充をしていくという位置付け

でございます。いわゆる折り返し点というところでございます。ただ、今後の改定作業の関係もございます

ので、体裁としては改定案の体裁の中に取りまとめながら論点として整理をしたというところでございます。 

 

【会長】 

 はい。今後、今日の議論を経た後、この参考資料３によれば、パブコメであるとか公聴会であるとかとい

うのが何回か行われながら地域別の構想の検討が深まって、最終的には来年の秋ぐらいでしょうかね、に取

りまとめを行うと。そういう感じですよね。 

 そういうスケジュール感で動いている中で、７月の本会あるいは９月の部会でこれまでいろいろご議論を

いただいたものを踏まえて今日の中間まとめ（案）というのが出てきているということでございます。これ

もややおさらいになりますが、今の中間まとめ（案）の６ページをお開きいただきますと、今回の中間まと

め全体の構成が簡単に紹介されております。２０年前に一度つくられた都市計画マスタープランの改定を今

回行うんだということで、そのための何が変わったのかということも少し分析しながら、まちづくりの理念、

将来像を整理をし、さらには分野別あるいは地域別の方針を示し、マネジメントの方針を示すということで

全体が構成されているということでございますが、どういうところが特に捉えられているかというと、１６

ページのところに都市計画マスタープラン改定の視点というのが表現されていまして、まちづくりの進化と

いうことで都心・千代田ならではの魅力・価値の進化であるとか、世界都心を支える高度な社会基盤の進化

であるとか、あるいは都市のマネジメントの進化といったことが世の中の流れとしてありながら、今回の改

定に向かっているんだということが書かれていて、そうした改定の視点を受けて２７ページからは分野別の
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改定の中身が表現をされていると。その後に地域別のさらに目標と方針が出ているということで、地域別の

ほうはまだこれから議論すべきところが多々あるということのようですが、全体としてこういうまとめ方で、

今、都市計画マスタープランの改定が進んでいるということを確認させていただきながら今日の議論に入っ

ていきたいと思います。 

 これからまた公聴会あるいはパブリックコメントございますので、各区民、都民のご意見を伺う機会はあ

るのですが、せっかく本会で議論をするチャンスがございますので、今日、内容に関しましてご質問、ご意

見があれば、ぜひ各委員からいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 すごい気になったところがございまして、資料１の７ページ、この（１）のまちづくりの系譜ですが、江

戸のまち千代田のルーツということですが、この１行目に江戸開府以降、日比谷入り江の埋め立てやという

文言があるのですが、この江戸開府が一般的にいう１６０３年、この間、２００３年に江戸開府４００年と

いうのがありましたから１６０３年を指しているかと思うのですが、これを１６０３年だとすると、日比谷

の入り江の埋め立ての時期と合わないのですね。ですから、もうちょっと掘り下げて、１５９０年からまち

づくりが始まっているわけで、本当にこれ災害の１００年に一回災害がもう毎年来るということと関連する

のですが、もうちょっと千代田のルーツを掘り下げて、まず東京湾に注いでいた利根川付け替えも含め、そ

してなおかつ日比谷の入り江を埋め立てといってもさっぱりわからないわけで、平川が注いでいたのですね。

それが氾濫して、全然まちにもなってなかった。太田道灌の時代もそうですね。氾濫しているまちだったわ

けですね。それを平川を付け替えて日比谷の入り江を埋め立てた。付け替えないと埋め立てできないわけで、

その平川は日本橋川になったわけで、それが１５９０年からもう治水工事が徳川の家臣と北条氏の家臣、武

士や商人、職人でもう工事が始まっているわけですね、治水工事ですね。これによって水都東京、江戸東京

が成り立ったというのが千代田では外せないルーツであると私は考えるので、ここもうちょっと深く、１５

９０年にさかのぼって書いていただきたいなと思います。江戸普請とざくっと言ってしまうと、江戸普請は

開府以降の大名に命じた工事なので、仙台濠＝神田川はまさにそれなのですが、その前にあった日比谷の入

り江の埋め立てと日本橋川、これは日本橋が１６０３年に架橋した、あと鎌倉河岸で豊島屋が１５９６年に

開業してお酒を振る舞ったと、（人夫のために）、それが日本橋川の平川の付け替えが終わっている証拠なの

で、江戸開府以前なのですね。それをここにこういう形でさらっと書かれると、千代田区の面目がなくなる

というか、千代田区のルーツはもっと深いよということをもうちょっと明記したらどうかなというのが私の

意見でございます。 

 

【会長】 

 はい。ありがとうございました。今、部会長ともお話し合って、それはおっしゃるとおりの歴史的事実が

あるので、正確な表現にしたいと思いますが、だっといっぱい書くというわけにもちょっといかないと思い

ますので、表現は少し後で相談をさせてください。全体の流れからいうと当然のことですが、歴史のルーツ

ではありますけれども、その部分だけがどんと長くなるのもどうかなという気がしますので。 
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【委員】 

 そうですね。ただ、そういう治水工事によって、今、千代田は守られているのが現実なので、そういうの

を今こういった状況で水害が多い状況なので、なおさらそれを明記することによって、またそれに倣うとい

う、これからのマスタープランにとって、そういう１０年後、２０年後はわかりませんが、そういった文言

を残すということが大切だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 了解いたしました。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょう。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 ちょっと後で質問させていただこうと思ったのですが、ここにいくつか載っているところがありましたの

で、ちょっとずれるかもしれませんけれどもお聞きしたいと思っております。 

 １７ページ辺りに、例えば都市とまちづくり、エリアのデザインというところで、今までの建物とは違う、

もうちょっと文化とか、今までの、何といいますか、歴史みたいなところを踏まえてというところが書かれ

ておりますけれども、それ以外のところにも、私、神田に住んでおりますが、やはり１０年前ぐらいから今

の場所に住んでおりますけれども、やはり結構変わっているといいますか、オフィスビルも建ちますし、マ

ンションも建ちますしとか、その都度再開発の説明会があったりとか、それから建物を建てるための説明会

があったりとかしますけれども、建物ができたり、再開発の結果、道路が修正されたりとか、そういうこと

はありますけれども、例えば建物の高さとか、道の広さとか、今、具体的に評価できるものに関してはでき

た段階で評価されていると思うのです。ところがそれ以外のもの、ここで言う文化に当たるかどうかはわか

りませんけれども、実際に数値で表せないような、例えばまちの賑わいとか、商店のでき方とか、そういう

ことも説明会の中でされているのですけれども、それが建物ができた段階でどう評価されるかというところ

がちょっと私わからなくて、では現状どうなっているのかということと、見ると、見方としては、私は住ん

でいるものですから、住人として、こうではなかったのかとか、もうちょっとこうしてほしいよとか、最初

の説明とちょっと違うねとか、そういう思いもあるのですけれども、もちろんこれは人によって仕事をする

人にとってみてとか、もちろん評価のポイントが違うと思うのですけれども、何かそういうある節目でそれ

までの結果としてどう評価されているのかとか、検査をしているのかとか、これから先も文化とかいろいろ

神田らしさとか出てきますけれども、らしさをどう評価するのかとか、その辺を具体的にイメージがあった

ら教えていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 最後にご説明があった資料４にも関わるような話ではありますが、文化とか界隈の個性であるとか、そう

いうものをどう評価をするか、その手法について、これは部会等でそういう議論があったでしょうか。 
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【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局でございます。 

 具体に評価の手法ということに直接結びつくのかどうかですけれども、資料１の４２ページの中で、都市

に関するさまざまなデータを集めて共有して一緒に考えていこうよということがございました。今回、都市

づくり白書という形にしたのですけれども、基本的にはデータを中心としながら、やはり定性的な部分につ

いてもどう評価していくかということについては進めていく必要があるのではないか。あるいはデータに基

づいてそういったことを議論・検討していくということがあるのかなと思っています。ですので、単純に何

年かに一回調査するのではなくて、今ご指摘があった文化等も含めて、その他、調査指標、世論調査等の手

法も使いながら、そういったことについて少し調べていくという必要性はあるのかなという、その辺りも含

めて４２ページの記載になっていると理解をしております。 

 

【会長】 

 今のご質問には直接答えてないような気がしますが、どうやってやるかという、都市白書は一つの皆さん

に見ていただく道具であるということはわかりましたが、例えば今回の都市白書の中ではどの辺が関係しそ

うでしょうか。多少文化とかと書いてはあるのですけれども。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 全般のデータ編の前の本編の中で少し総体的に書いてあるのですけれども、委員のご指摘というのは、も

う少しプロジェクトによった評価ということなのかなと思っています。その辺りも含めて一つ課題なのだろ

うなと。例えば再開発事業の評価の中に、そういった賑わいだけではなくて、そういう部分もどう取り入れ

ていくのかということは今後のまちづくりの課題かなと思っていますので、そういうご指摘については今日

受け止めさせていただいて、どういう形で今後それを取り込んでいくかについては検討させていただくとい

うことになるのかなと思います。 

 

【会長】 

 すぐにいい答えは出てこないかもわかりませんけれども、文化の度合いを人の意識のアンケートなのか、

あるいはもうちょっと別の客観的なもので読み取れるのか、何かそんなことを考えないといけないですね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 民間の中では、官能都市ランキングというのがあったりするのですけれども、それについても多分市町村

レベルの評価なのかなと思いますので、プロジェクトレベルでどう交流の質というか、文化の質というかと

いうところはなかなか難しい観点もあるのかなと思うのですが、ご意見として承ります。 

 

【会長】 

 マスタープランそのものよりは、その先の評価の話にもつながってくることなので、継続して議論させて

いただきたいと。 
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 はい、お願いします。 

 

【委員】 

 恐れ入ります。今日、皆さんそうだと思うのですけれども、この資料を見ているので、どこのページのど

れという指摘がすみません、ちょっとできないのですけれども、都市計画マスタープランですので、今のこ

の２０年を振り返ったときに、１９９８年頃の都市計画法の改正によって、もう都市計画というのは一変し

てしまって、もうなかなか何かのために何かを守る論理というのが組み立てづらくなっているというのが私

の認識です。天空率という考え方や、あるいは共有部分の容積不参入ということで、いくらでもやはりタワ

ーマンションが建てたほうがお得という経済の論理がある。 

 今日のお話の中で一番気になったのは、いろいろ本当に努力されているとは思うのですけれども、この間

の災害のことであるとか、ヒートアイランド、非常にもう冷房をつけないで都心に住まうということはでき

なくなっていたり、集中豪雨をたくさん呼び込む状態であったり、もう東京都市というのは真ん中に行けば

行くほど生存を危ぶまれるような状況にあるという中で、国は集中都市を守ってくれるような理屈というの

はなかなか実は生み出してはくれなくて、悩んではいると思うのですけれども、悩んでいる間に多分これか

ら先２０年すぐ行ってしまうだろうと。 

 そうすると、住民は今日かなり参加参画の手続が進んできているので、そういう中で考えられるのかと思

うのですけれども、今、ヒートアイランドが加速し、コンクリートの表皮がどんどん増えて、そして集中豪

雨が加速しという、緩和緩和で規制の論理というものが一切持たれなくなった中で、恐らくこれからもタワ

ーマンションが建て続けられていくでしょうし、皇居の周りに正殿から真っすぐ見えたところにクレーン車

が動き続けるだろうという中で、都市としての先ほど何か先進性というか、何でしたか、先端性でしたか、

フロントランナー、フロントランナーであるためには国の考え方を待つのではなくて、どうやったら２０年

後希望の持てる、何というか、やはり、今、私は千代田区はぎりぎりの線で何とかやはり住民の評価を得る

ような環境がまだ維持されているのではないかと思っているのですが、この様子のまま先に進んでしまうと、

２０年後の東京、千代田区というのは生活実感としては限界ではないか。場所によると思いますけれども、

山の番町とか、そちらのほうではマンションが過剰になってしまって、今でもそうですけれども、学校も駅

もパンクしてしまうと。武蔵小杉のようになってしまうと。 

 それから、高層問題について言えば、飯田橋の周辺もお茶の水の周辺もみんなそうなって、内神田の周辺

も今そうしようと急激にしているわけですけれども、やはり電気を前提として、それが止まると全く生き延

びられないという状況をよりつくってしまって、さらに温度も暑くしてしまうという状況。これを、千代田

区のほうがフロントランナーとして、例えば文化財にお住まいの方や、１階、２階、３階建てで住んでいる

方や庭を持っている方もまだいるわけです。そういう方がその状況でも住み続けられるように、ちょっと私

が論証はできないのですけれども、相続税、固定資産税とか、さまざまな税制面において優遇するであると

か、それからストックがストックを強化する。しばらくはストックが増えてしまうことはこれはいろいろな

附置義務、いろいろなことで進んでしまうことはもう確かだと思うので、大体年間７００戸でしたか、印出

井さん。７００戸ぐらいできてしまうということで、できるだけ本当は私は抑制してもらいたいですが、そ

の中の幾ばくかをリノベーションとか、あるいは容積緩和しないで総合設計を使わないで低中層型で建てる
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人たちの仮住まいとして提供するとか、何か私は全然専門家ではないので知恵が十分にはないのですけれど

も、何かストックがストックを強化するような政策を入れていく。というのは、経団連でも農協さんでも、

大手町でも第３合同庁舎を活用することによって建て替えたわけですよね。でも民間人は何もそれをサポー

トするものがない。だから建て替えサポートではなくて、低層建て替えや、あるいはリノベーション建て替

えをすることによって、防災に強い、そして歩いても楽しいというか、心地よい密度のまちを実現するとい

う方向にできないかということを私は素人ながらに思っています。 

 機能更新ということが随所に書かれているのですけれども、どうしても行政が考える機能更新は、国のこ

の２０年間、１９９８年の改正の流れで超高層開発を誘導する方向でのプランしか持ってないと思うのです。

持ってないと言ったら失礼かもしれないのですけれども、そこのところを今一歩、国の方針を待つのではな

くて、むしろ国や東京都にどんどん皇居を真ん中とする首都機能の千代田区を守るためには、このまま開発

だけで更新する方法では無理があるということをどんどん主張していって、法の限界を超えるぐらいでない

と、皇居のほうももう環境が悪いから引っ越そうかと２０年後には言う事態が、私は本気でそう思っていま

す。というのは、そういうここではない景観審議会で宮内庁の方が傍聴に来られていて、発言をされた中で、

現場を見に行きましたら、もう本当に正殿というところから見える風景、これはある程度日本経済のために

仕方がないという理屈もあるかもしれないですけれども、仕方がない中でも、より抑制的に経済を止めない

窒息させないけれども魅力的なまちを誘導するには、国に追随するのではなくて、国や東京都に文化財であ

る皇居周辺を守るためにこうしてくれというのを言っていくのがフロントランナーではないかというのを今

日の話を聞いて言いたかったのですけれども、ちょっとずれていたらごめんなさい。 

 あともう一個だけ。首都高の問題が入ってないのです。首都高の一部撤去があるのですけれども、もう脱

車社会ですので、首都高は本当は全部撤去でもいい、地下に入れる必要もないぐらいの大胆な、それから木

村さんのほうからもおっしゃるかもしれないのですけれども、さっき話していて、ヨーロッパではやはりコ

ンクリート表皮がむき出しだと暑くなって雨が降るということで、できるだけ緑で覆うようにということで

リヨンでしたか、どこでしたか、いくつかの都市では、２０年後には４０％コンクリート道路とかこういう

緑で覆っていくことによって何とか温度を下げていくという数値目標を掲げている。そういう環境と防災に

本当に実質的に強いという理念を掲げてフロントランナーになったらいいのではないかと思います。 

 以上です。 

 

【会長】 

 住宅のお話と、今の高速道路のお話をいただきましたが、何かこの中で反映すべきところというのがあれ

ば。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 事務局でございます。 

 全体を通じてなのですけれども、何回か今回もご報告、部会長からもありましたように、２０年後、さら

にその次を考えたときに、量的な集積のみではない質的な集積への転換、さまざまないろいろなレイヤーの

集積という考え方がありましたけれども、そういう方向感についてのいろいろな議論があります。その中で、
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例えば具体的にはオープンスペースのありようが、コンクリートというお話がありましたけれども、都市づ

くり白書でまとめたように、この１５年間千代田区の緑被率は３％程度増加して、面積にすると３４ヘクタ

ール増加している。一方で多摩の緑は減っているという状況の中で、都市の機能更新に伴って緑が増え、残

念ながらＣＯ２は排出係数の関係でどうしても増えているところですけれども、ただ一方で、２３区の平均

に比べれば圧倒的に千代田区のＣＯ２排出量は減っているというところがございます。ですので、そもそも

国も多分そういう発想ではないのだろうなと思いますし、部会の中の議論においても、緑とか、あるいは先

ほど都市の緑と、グリーンインフラという話もあるのですけれども、そういった議論もあるのかなと思って

おります。 

 それから、ストックにつきましても、ストックをリノベーションして次の新たな価値を創出していくとい

うことについては随所に記載をしてあるのではないかなと思っております。 

 私のほうの補足としては以上で、首都高等については、広域的な中での議論を踏まえて、千代田区として

はさまざまな分野で取り上げられている緑とかオープンスペースとか、そういったことの中で個々具体に展

開していくのかなと思っております。 

 

【会長】 

 はい。全体としては東京都の政策もそうですけれども、都心の住宅の量が不足していたので、そこについ

てかなり一生懸命やってきたらば大分伸びてきたというので、それを質とか何かに変えなければいけないと

いう方向性はみんな思っていらっしゃると思うので、それを具体的にどうやって実現していくかということ

については、政策として次の施策でどう考えるかですね。マスタープランとしてはそちらの方向性はみんな

向いているだろうと思いますけれども。 

 ほかに。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 中間まとめの３５ページですけれども、第４章、地域別まちづくり目標と方針というページについてご質

問というか意見がございます。 

 各地域それぞれあるのですけれども、この３５ページ以降、具体的な地域に関しての何か施策がいろいろ

載っているのですけれども、ここにある名称以外にお住まいの住所の方々、ちょっと何か他人事と感じてし

まうというか、ちょっと距離感を感じてしまいかねないのかなと考えると、ちゃんと地名を入れてあげたほ

うがより丁寧ではないかと思います。例えば九段南ですとか北ですとか、隼町ですとか平河町ですとか、そ

ういった町名も存在しているのが事実なのに、何か大きなくくりでくくられてしまっているのは、ちょっと

何か大ざっぱというか、これを見る、そこにお住まいだけれども町名が出てない方が見たときに、ちょっと

けげんな顔が想像できてしまうので、こういった部分をもう少し扱いというか、配慮というか、そういった

部分をしていただければありがたいなと感じました。 

 以上です。 

 

【会長】 
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 よろしいですよね。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【会長】 

 なるべくわかりやすく改定していきたいと思います。ありがとうございました。 

 ほかには。 

 

【委員】 

 全体としてなのですけれども、環境と防災の位置付けをさらに思い切って強めていく必要があるのではな

いかなというのが率直なところです。ちょっと私としては気になったのは、土地利用の基本的方針のところ

で、我が国を牽引するという言葉が幾つか出てきています。政治や経済、文化を牽引する。この２０年間見

たら本当に都市再生でいろいろ規制が緩和が行われて、大きな開発がしかもスピードアップを図られて進め

られてきたけれども、本当に経済を牽引したのかと。この２０年間日本だけ経済は成長が止まってしまった

ではないか。結局、都市の再生、開発と経済というのは関係ないのではないか。地方から人、物、金を都心

が吸い上げて全国の格差を広げただけではないかという印象があるのですね。 

 それで、これは環境省の文章で「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会」という報告書が１０年前

に出されたのだけれども、ＣＯ２の排出量を半分にしないと本格的な地球温暖化対策にならないと。それで

大幅に排出を減らすためには輸送量や床面積といった活動水準要因に大きな影響を与える都市構造を抜本的

に見直さなければいけない。床面積を増やし、あるいは輸送量を増やすような都市構造を見直さなければい

けないと言っているのですね。やはりこの視点での見直しが今必要になってきているのではないかなと思う

のです。 

 先ほどＣＯ２の問題、課長が言われたけれども、２３区で業務ビルからの排出量の千代田の量というのは

港区に次いで２番目ですよ。この２０年間で１．１４倍に増やしていて、２３区の中で８区は減らしている

のに都心区が増やして、結果として東京全体のＣＯ２排出量を増やしているわけで、やはりこの辺の責任の

重さというのをきちんと痛感したまちづくりの見直しということが必要になってくるのではないかと。 

 この視点で見た場合に、例えば３３ページの災害の問題では、超高層の集合住宅等の増加を想定した災害

対策ということで、超高層の建築物を前提にした災害対策になっているわけですよね。これは今紹介した環

境省の報告書でも、高層の建築物というのは風の流れに支障になり、周辺の熱環境を悪化させるということ

で極めて否定的です。超高層を前提とした災害対策で本当に環境面からも、それから安全面からもふさわし

い記述なのかというところがちょっと気になりました。 

 それから、もう一つ分野７で、環境と調和したスマートなまちづくりということがうたわれています。実

はこれはエネルギーで経済と環境の両立・調和、これでＣＯ２は増え続けてきたわけです。環境に調和させる

経済活動でなければ本当の温暖化対策にはならんだろうと。調和調和で経済活動に支障にならないような環

境政策と捉えきた側面はやはり否めないと思うのです。この辺は明確に環境と調和したというまちづくりを
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言うならば、その辺は明確にうたう必要があるのではないか。 

 あとＳｏｃｉｅｔｙ５．０ですけれども、議会ではあまり議論はしていません。これはＡＩ等を活用した

ということで自治体のあり方に関わってくるのですよね。人工知能を活用して２０４０年には自治体職員を

半分に減らすだとか、それから公的サービスを産業化を進めていくだとかということで、自治体のあり方に

も関わってくるので、ちょっと骨太方針にも書いてあるということもあるのだけれども、ちょっと唐突感と

いいましょうか、ちょっとこういう印象は拭えませんでした。 

 以上です。すみません、ちょっと印象で。 

 

【会長】 

 ご意見ということでよろしいでしょうか。例えば今の３３ページ、３４ページのご指摘の、３４ページの

今の環境と調和したという表現がどうかというご指摘でしょうか。 

 

【委員】 

 これはよろしいと思うのです。 

 

【会長】 

 これはよろしいのですか。 

 

【委員】 

 最初の黒丸の経済活動と環境配慮の両立ということで。 

 

【会長】 

 ここの部分ですか。 

 

【委員】 

 これが実際使われてきたのが経済活動に支障にならない程度の環境政策ということで、環境政策がおとし

められてきたという、ちょっとそういう印象を拭えないので、その辺記述の仕方。 

 

【会長】 

 わかりました。 

 ほかの皆様からはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 今、委員がおっしゃっていたとおりで、環境と調和したスマートなまちづくり、こちらはやはり最初の黒

丸の部分で項目の中で多様な技術導入によりヒートアイランド対策の進化と、それから環境負荷の低減とい
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う、この環境負荷の低減とヒートアイランド対策の進化というのは、これは経済活動との両立の中の項目に

入れてしまっては、やはりこれは逆転しているという印象を受けます。なのでここはやはり委員と同様に、

ここはもう少し環境への配慮、環境負荷の低減ということをもっと全面的に押し出した、項目としては逆な

のではないかという印象を私も受けています。 

 それから、この分野の７の目標の中で、やはりエネルギー利用を起点に、移動、シェア、人のつながりと

いうことですけれども、今、シェアリングエコノミーということで、さまざまな検討がされていますけれど

も、これはあちこちでもシェアをするということは、住宅であったり、ちょっと記載に触れてはあるのです

けれども、シェアリングエコノミーという概念そのものに対してはそこまで計画のプランの中には指摘され

ていないと。ただ、現代の方向性としては、環境との関係からすればシェアリングエコノミーというのはも

うちょっとエッセンス的にでもあったほうがいいのではないかということが私からの意見です。 

 それからもう１点、特別委員会のほうでもちょっと意見を言わせていただいたのですけれども、分野４の

道路・交通体系と快適な移動環境ということで、大体歩く目線、住まう目線、働く目線というのがすごく大

きいのですけれども、そこを支える中で、やはり円滑な物流への配慮ということが今すごく大きいと思いま

す。特にほかの先進国では、特に路面店よりも、もう今は流通のほうで、高齢化もしていく中でさまざまな

物流というのがどんどん変わっていく状況ですので、ちょっと物流への配慮というのは、まちづくりの中か

ら１点視点を持っていかないと、歩きやすかった移動しやすかったはいいけれども、物流にとってはすごく

障害になってしまったというケースは結構増えてきていますので、そこはどこかで円滑な物流に対しての配

慮というのがあったらいいのではないかと思っています。 

 以上です。 

 

【会長】 

 今のは３１ページの辺りですかね。 

 シェアリングエコノミーはＳｏｃｉｅｔｙ５．０とも関係しないわけではないので、うまく中に入ってい

ると言えば入っているかもわかりませんけれども。 

 ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 この資料１の３２ページのところになると思うのですが、ここのところの多様性を活かすユニバーサルな

まちづくりというところで、人生１００年時代に住み続けられるとここに書いてある。確かに人生１００年

ということになった。でも、ここの都市マスタープランは２０年サイクルでつくっているということからし

たときに、ちょっとこれもぴんとこない。やるのであれば２０４０年問題ということで、団塊の世代が後期

高齢者になる７５歳以上になるというところにどうまちづくりをするか。同じことを結論付けるにしても、

やはり今課題となっているリアリティを持った名称にするほうがいいのではないかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

 

【会長】 
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 はい、事務局。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 人生１００年時代という言葉の評価なのですけれども、方向性としてはかなり活発な高齢者、あるいはセ

カンドステージからサードステージみたいな、新たな活動への展開という人が増えてきているのかなという

ところを踏まえながら、都市づくりという意味で言うと、なかなか一朝一夕にはいかないところもあるので、

確かにちょっとはやり言葉みたいなことではあるのですけれども、そういう意味合いの中で、この２０年の

中で、インフラ等々も含めた準備を進めていく必要があるのではないかという議論を踏まえた言葉選びかな

と思います。ただ、今のご指摘を踏まえて少しもう一度次の段階での検討につなげていきたいと思います。 

 

【会長】 

 内容的に違うことを言っているわけではなくて、その表現をちゃんとわかりやすく伝えるということ、あ

るいは切迫感を持って伝えるということをどうやってやるかだから、文章の中にもうまく生かすことはでき

ると思います。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 どこの部分と具体的ではないのですが、全体的にやはり目標ということで、基本的にはいいことというか、

目指そうということを書くのが自然だとは思うのですが、やはり少し前のときも千代田らしさとか、そうい

う話があったときに、一つは課題をより具体化することが一つの千代田区らしさにつながる部分がもうちょ

っとあるのではないかな。例えば何でもいいのですけれども、何か例えば子育て支援施設が足りないという

ときも、それは世田谷区の課題と千代田区の課題は違うだろうとか、何かそういうところで、いいことだけ

ではなくて、何が具体的に課題になっているかということがもうちょっと書かれると、あ、千代田区はこれ

からどこを頑張らなければいけないのだというのが共有しやすくなるのではないかな。それが何となく今回

目標とか書かれているところを見ると、何かどこの区でも共有できることで、より千代田区らしい問題点と

いうのがちょっと見えにくいなと。例えば、今日、資料３－２で配られた一番最後のところに東京一極集中

のデメリットと書いてあって、例えばこのデメリットでも千代田区ならではのよりデメリットと、ほかの区

でも共有できるデメリットというのを少し何かイメージすると、もうちょっと目標に向かっての何か乗り越

えるべき課題点が、その専門知識がなくても、誰が見ても、あ、こういうことが千代田区頑張らないといけ

ないんだねとか、頑張るから余計にほかの区よりここがよくなるねという視点が持ちやすくなるのではない

か。どうしてもちょっとお題目がみんな一般的な言葉でちょっと目が滑ってしまうというか、そういう印象

を持ちました。 

 

【会長】 

 今のようなご指摘になるべく答えるべく都市白書というのを、一旦現状をちゃんと理解しましょうという

のをつくったのですが、そことの何かつながりが確かにちょっと弱くなっている感じがありますね。従来余
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りそういう分析はやっていなかったようですが、都市計画審議会のもとに都市白書という形で現状をちゃん

と分析しているものを区としてはここで考えていますというのを、せっかくつくったので、それとのマスタ

ープランとの連動がどこかでもうちょっと見えるようになるとわかりやすくなるかもわからないですね。あ

りがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 １７ページの一番上に福祉のまちづくりの推進と記載をされております。それで、いずれにいたしまして

も、高齢者、障害者に対する配慮というのはいろいろなところに及ぶわけですから、ここでさらっと書かれ

ているのですけれども、ここで集約をされているのか、これが含めていろいろなところに飛んでいくのか、

ここら辺がちょっと非常にわかりづらい。災害に対することも、やはりそこはちょっと配慮をしたほうがい

いのではないかなと。こういう今、世の中の状況ですから、やはり区民の皆さんは非常にそこは心配をされ

ていると思うのです。せっかくこういう機会なので、もうちょっとそこら辺の広く障害者に対する配慮をし

たほうがいいのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 今、１７については、ご指摘のとおり、この２０年の成果を踏まえた一つ項目出しということでございま

して、分野別のまちづくりで言うと、例えば３２ページの中で、要は福祉のまちづくりという言葉が、いわ

ゆる高齢者とか障害者とかというところがあるので、こういう視点でいろいろな人が多様なのだというとこ

ろでいろいろ活動しやすいということで一つ分野５というのを示しながら、そのほかの分野でも、例えばま

さに嶋崎委員がご指摘のとおり右側の分野６というのが防災ですけれども、防災のところの一番下の分野を

超えた連携の視点というところで、都心に住み、働き、滞在・活動するひとの多様性に対応した災害時の安

全確保（高齢者・外国人等）と記載をしておりますので、その辺の視点というのは漏らさないように整理を

していきたいと思います。ありがとうございました。 

 

【委員】 

 今のに付け加えまして、先ほどまだちょっと盛り込まれてないのですけれども、福祉の観点からの専門家

の先生からは、ヒューマンセンタード・デザインということだと思いますけれども、ＨＣＤと言いますけれ

ども、まさにユニバーサルを超えて、人間を都市とか車を中心に考えたのではなく、ユーザー中心という意

味でありますけれども、人間を中心に捉えたときのまちづくり、あるいは施設というものも、例えば今、保

育園の問題も福祉の中でもやはり大きな問題ですし、単に高齢者問題や障害者だけではなく、視聴覚の障害

の方もいらっしゃいますし、さまざまな意味でのユーザーの人たちがどうやっていくかということを一応私

どものほうも位置付けようと考えておりますので、今後ちょっと配慮して入れていくつもりでございます。

ありがとうございました。 

 

【会長】 
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 ほかにはいかがでしょうか。 

 先ほど、区のほうから資料３－１とか３－２とか、資料４であるとか、少しまだ十分に議論として反映で

きていない、これからここら辺をどう考えたらいいのかなと迷っていますみたいなところもあったようです

が、せっかくの機会なので、先生方のほうからそういったところも含めて、何か今後こう考えていくべきで

はないか、こういうことをやったらどうかというアドバイスがいただけると大変うれしいのですが、いかが

でしょうか。 

 

【委員】 

 会長のリクエストにきちっと答えられないのですが、私、個人的な興味は、先ほどの土地利用の話と、そ

れに連動した住宅というか、住まいの分野１のところのコメントの何というのでしょうね、これまでとの文

脈の中でこれが何を意味しているかというのをシャープに出るといいなと思っているのですが、それで、土

地利用の方針、２６ページのところは、３行ぐらい最後に追加されて、今までのように緩和緩和だけではな

いよというニュアンスが一応はっきり出たというのは評価できると思いますが、だけでなく、やはり緩和は

もう限界だと、書き方はなかなか難しいのですけれども、やはり容積緩和で再開発を実現してきたというや

り方がかなり限界に来ているよということを、特に住宅は、隣の中央区のように非常に低未利用のところを

再開発するようなときに容積はかなり効果的ですけれども、十分使い切ったところでもう一回再開発という

と、容積はもはやほとんど役に立たないということになりかねない。あるいはそのことがいろいろな別の悪

さを呼び込むということにもつながりかねないので、もうちょっと限界性をしっかり書いたほうがシャープ

に出るなと。難しいでしょうけれども。 

 

【会長】 

 それは相談してください。 

 

【委員】 

 それから２８ページの話は、よく読むとよく書けているというのが正直な感じですが、つまり、これまで

のマスタープランはやはり定住人口を確保するということで、ある意味ではやみくもでもいいから居住者を

受け入れるということに頑張ってきて、それに一応成功したので、これからは住んでくれている人たちがち

ゃんと定住するというのが真ん中のことですよね。それから、そういう人たちが何か落下傘からおりてきて

地元とは浮いているという状態ではなくて、地元に定着するような状況をつくっていくというのが３番目。

そういう意味で、１番目がちょっとよくわからないのですが、千代田区には非常にいい資産があるので、そ

れを住まいづくりの中にうまく生かしていきましょうと、そういうことですか。 

 

【委員】 

 基本的には今回文化の部分の方にも非常に強力に入っていただいていまして、先ほどの委員がおっしゃら

れたような、形態とか形だけで文化を継承するのではなくて、その中に入っている心意気とか、そういうも

のも含めて都心に定住する。先ほどお話があったように、新しい人を受け入れるに対しても、江戸の頃とい
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うのはまさにすごくもっとやはり多くの人たちがいて、私たちは昔からいる人、こっちは新住民という考え

方は多分なかったと思うのですね。ですから、そのようなことも含めて、それは外国人に方にとってもそう

だと思うのですけれども、そういった意味も含めてもう少しミックスドユースという言葉を人間の中でどう

反映していったらいいのかということを、もう少しいい言葉で最後には入れたいと思っております。 

 

【委員】 

 そういう意味でこれはいいと思います。 

 

【委員】 

 ありがとうございました。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。先生、何か文化の話も出ていますけれども、コメントがあれば。 

 

【委員】 

 ありがとうございます。 

 この前の部会をお休みさせていただいたのですが、参考資料の議事概要を拝見すると「千代田らしさ」の

お話がなされたようです。一方で資料１の２８ページあたりから、どのページを見ても「多様な」という言

葉が出てまいります。千代田区には多様な人々がいらっしゃるので、多様な生活スタイルがあるのだと思い

ます。その中で区民の方々の暮らしやすさを損なわないように、区外からの就業者や学生の皆さん、来街者

の方達と、どう共存していくかが千代田区の課題でもあり、魅力でもあると考えています。資料をお読みし

ていると、必ずしも千代田区でなくても良さそうな箇所もあるように思いますので、全体的にもっと千代田

らしさを入れることが必要なのではと思います。 

 以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 もう少し時間がございますが、ほかの委員の方から特にご発言があればお受けしますが。 

 一旦ご意見が切れたようですから、これからの作業あるいはスケジュール感をもう一度確認をしていただ

けますでしょうか。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 先ほどのスケジュール、参考資料３にございますけれども、これから１１月の上旬から本日いただいた意

見を踏まえて、後ほどまた会長とご相談しながら修正すべき点は修正しながら、この中間の論点整理を公表

すると。公表して別の資料がございますけれども……。 

 



 
 

25 

【会長】 

 資料５ですね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 資料５がございますが、中間のまとめにつきましての意見聴取と、それから公聴会、公聴会というと都市

計画の公聴会と言葉が同じなのでちょっと硬い感じがするのですけれども、意見聴取については３にござい

ますように５日から３週間書面で意見聴取をすると。それから公聴会で、現場で我々のほうで概要説明をし

ながら公述申し出をしていただいた人に公述をしてもらうということを３日間行わせていただこうと思って

おります。それらの意見聴取並びに公聴会でのご意見を受け止めて、１２月の次回の都計審までにある程度

中間のまとめをもう少しブラッシュアップしていくということになるかなと思います。その後、検討が次の

フェーズに入って、地域別構想の検討、それから全体の調整を踏まえて来年度の検討に入っていくというこ

とになっております。なお、中間のまとめの公聴会、１１月２１日から２３日については、都市計画審議会

の各委員の皆さんにもご都合に対応してご出席をいただけるような準備はしておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 今後の直近のスケジュールとしては以上でございます。 

 

【会長】 

 資料５にあるとおり、１１月５日から３週間にわたって意見聴取をさせていただき、多くの方にお集まり

いただいて意見をいただくのは１１月の２１、２２、２３ということで３回にわたって三つの場所で行うと

いうことでございます。 

 何かこの件に関してご質問、ご意見があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これに向かって今日いただいたご意見を私と事務局のほうで少し整理させていただいて、大変

恐縮ですが、もう一度お諮りする時間はないので、まだ最終まとめではございませんから、一旦は私のほう

で責任を持ってやらせていただくということでご理解をいただきたいと思います。その上で、今のようなパ

ブリックコメントをいただくような手続に入っていくと。終わりますと、改めて１２月に本会が開かれます

ので、途中での報告を行い、地区別の検討を深めていただいて、来年度に向かって最終案に整理をしていく

ということで進めてまいりたいと思います。 

 今日は大変いろいろなご意見をいただきましてありがとうございました。 

 部会長のほうから最後に何か特にあればいただきますが。 

 

【委員】 

 今日は皆様ご忌憚のないご意見、そして前向きに私どもがもう少し迷っていたところを、もうちょっと前

向きに明確に述べられるという少し背中を押していただいた部分もあるかと思います。また、最後のほうに

も出てきたお話ですが、私も言うときにはどこでも同じような言葉が出てくるねというのはしょっちゅう申

しますけれども、やはり千代田区らしさ、やはり今日お話もありましたように、都市白書として逆にまとめ
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てしまったがために、何かそれがあるという前提で都市マスタープランの中にそれがうまく書き込めていな

いところがございます。決して区民の皆様全員がこの都市白書を見ていただけるわけではないというか、別

に見ていただくことは可能ですけれども、見ていただいているという前提ではありませんので、そういう方々

にこの都市マスタープランだけで地域らしさですとか千代田区らしさですとか、あるいは今お話にあったよ

うな環境や災害、防災の面がきちんと評価されているということをご納得いただけるような形にまとめてい

きたいと思いますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

【会長】 

 大変ご苦労でございますが、また引き続きよろしくお願いいたします。 

 特に重ねて各委員から最後にご発言がなければこれで議事としては終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

※全委員了承 

 

【会長】 

 はい。それでは、事務局、最後に今後のスケジュールだけ確認して今日は終了したいと思います。よろし

くお願いします。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 次回は１２月１０日の午前９時３０分から区役所で開催をするということで予定をさせていただいており

ます。また、実は次回少し概要のご説明をできるかなと思うのですけれども、同じタイミングで、今、千代

田区の景観まちづくり計画を策定しております。千代田区には景観審議会がございまして、そちらのほうで

これまで議論を積み上げてきたところでございますけれども、景観法に基づいて都市計画審議会の意見を聞

くという立てつけになっておりますので、それにつきましては、恐縮ですが、今、日程の軸として調整して

いるのが１月２４日の金曜日の午後３時、午後の遅い時間を軸として調整をしておりますので、ちょっと仮

にご日程のほうをご確認いただければと思います。 

 日程につきましては以上でございます。 

 

【会長】 

 今のをもう一度確認。１月２４日金曜日。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 来年の令和２年の１月２４日に、すみません、景観まちづくり計画の意見を聞くための臨時会ということ

で、今ちょっと調整をさせていただこうということで進めております。 

 

【会長】 
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 確定ではないわけですね。 

 

【印出井景観・都市計画課長】 

 そうです。 

 

【会長】 

 ではちょっと調整をさせていただいて、この日が有力であるということでご理解いただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして第２回の都市計画審議会を閉会といたします。ありがとうございました。 

 

≪発言記録作成：環境まちづくり部景観・都市計画課≫ 


